
  

 

 草津市産業振興条例・草津市産業振興計画（案）に関する 

パブリックコメントの実施結果について 

 

実施結果 

１ 実施期間    令和５年２月９日（木）から令和５年３月８日（水）まで 

２ 意見者数    ４人 

３ 意見総数    ９件（意見の内容および意見に対する市の考え方は別添のとおり） 

４ 意見の反映件数 ３件 

 

周知方法  

広報媒体 実績 

条例・計画案(本編および概要

版)の配架 

配架場所（閲覧者数） 

・商工観光労政課 （  ０人） 

・情報公開室   （  ０人） 

・草津市立図書館 （  ０人） 

・南草津図書館  （  ０人） 

その他配架場所 

・草津商工会議所 （  ０人） 

資料送付 送付数：    １件（団体１件、個人０件） 

個別説明 説明数：    １件 

市ホームページ アクセス数：１４４件（３月９日確認） 

広報紙 ２月１日号 

資料提供 ２月８日付け 

その他（       ）  

 

概要版のみ掲示施設 

 ・各地域まちづくりセンター（１４箇所）    ・各隣保館（４箇所）   

・アーバンデザインセンターびわこ・くさつ   ・市民総合交流センター 

結果公表 

・市ホームページ ５月１日から 

・広報紙     ５月１日号 

・資料配架    ５月１日～１０月３１日 

配架場所 ・商工観光労政課 ・情報公開室 ・草津市立図書館 

     ・南草津図書館  

  

 

 

 

 

  

【審３－１】 



 

  

草津市産業振興条例・草津市産業振興計画（案） 

提出された意見と市の考え方 

 

       … 反映させた意見 

             

〇草津市産業振興条例（案）             

No 意見（ページ数） 市の考え方 

１ 

（P3） 

全体の提案書では、新しい事業をつ

くることに注目されているので、第５

条に事業の創造（or創業）を追加する

方が良い。 

現状：『自らの事業の発展、安定…』 

訂正案：『自らの事業の創造（or 創

業）、発展、安定…』 

 事業者が新たな事業を作り出すこと

は、本市の産業振興を推進する上で重要

であり、そうした役割を担っていただき

たいことを明確にするために、御意見の

とおり修正いたしました。 

 

 

〇草津市産業振興計画（案）            

No 意見（ページ数） 市の考え方 

２ 

（P10） 

平成 22 年度は全国と同じ有効求人

倍率であったが、それ以降は全国平均

よりも低い。草津市は京都・大阪のベ

ットタウンとして人口増加をしたが、

人口増加に伴う産業が増えていないこ

とが課題(産業発展という側面で)と推

察する。本文の中に、上記コメントが

あっても良いのではと思う。 

第 2章（P6～26）は、統計データ・グ

ラフから読み取れる事実・情報を記載し

ていることから、現行表記のままといた

しますが、いただいたコメントにつきま

しては、本市の抱える課題として、今後

産業振興施策を検討する上での参考と

させていただきます。 

３ 

（P13） 

追加で、草津市一人当たりの総生産

のグラフを追加できないでしょうか。 

人口増加しているので、一人当たりの

生産性は下がっていると思います。検

証をしておいて欲しいです。 

（P13） 

 第 2章（P6～26）は、計画策定過程に

おいて用いた統計データ・グラフを掲載

しており、現段階で必要な施策等を補完

するものではないことから、新たなグラ

フを追加することはいたしませんが、生

産性についての視点は、今後産業振興施

策を検討する上での参考とさせていた

だきます。 

 



 

  

No 意見（ページ数） 市の考え方 

４ 

（P19） 

経営者の年齢グラフを追加できない

か。全国と同じように草津市も経営者

の高齢化が進むことが想定される。10

年先には後継者がいなくて、黒字経営

しているのに廃業される所が増える可

能性がある。 

 経営者の年齢グラフにつきましては、

公的機関による統計調査は実施されて

おらず、データがございませんのでグラ

フとして記載することはできませんが、

計画策定にあたり実施した事業者向け

のアンケート調査において、代表者の年

齢や事業承継の予定に関する設問を設

けており、当該結果を P66および P73に

掲載しております。 

５ 

イノベーションエコシステムの概念

を記載してほしい。 

新しい事業(産業)が継続して創出でき

るようにするには、 

①：プレインキュベーション支援

(創業相談)→ インキュベーシ

ョン→ ポストインキュベーシ

ョン→ 拠点自前化(事業拡大、

IPOやM&A)の流れが作れている

こと。 

②：上記の流れの中で成功した経営

者が、次に創業する人をアドバ

イスする仕組みができているこ

と。 

③：IPOなどで成功された方が、新

しく創業するときの資金面の支

援もできるようになっているこ

と。 

上記の流れができれば、新しい産業が

多く創出できると思います。骨太のイ

メージをもった提案、イノベーション

エコシステムの概念を入れて欲しい 

（P42） 

御意見いただいた内容を踏まえまし

て、戦略の方向性の記載を次のとおり修

正いたしました。 

 

「・社会課題を解決し、持続可能な未来

を実現するイノベーションの創出

を支援するため、産業振興団体等が

連携・協力し、スタートアップ企業

等の創出から自立まで切れ目のな

い支援体制を構築することにより、

地域に根ざした創業者の増加を図

るとともに、新たな事業が継続して

創出される仕組み（エコシステムな

ど）の構築を目指します。」 

６ 

（P43） 

第三者承継については記載されてい

るが、製造業が強くあり続けるために

はそれだけでは不十分で、事業合併な

どの施策が重要になると思う。 

（P43） 

 御意見いただいた点につきましては、

戦略の方向性に「・事業者が抱える様々

な経営課題を解決し、経営安定化や事業

拡大に取り組む事業者を支援します。」

と記載しておりますことから、現行表記

のままとさせていただいております。 



 

  

No 意見（ページ数） 市の考え方 

７ 

（P43、P51、P52） 

P43 の「戦略２：経営基盤の強化支

援」とあり、戦略の方向性で、「若者や

女性、高齢者など、多様な人材が市内

事業者への雇用へとつながり、多様な

人材が活躍するまちを目指す」とある

が、P51の「施策：多様な人材の活躍促

進」には、人材の視点が「⑥デジタル

人材の育成支援」に関する記載しかな

い。P52 にも同じ取組事例が再掲され

ているので、P51には「多様な人材の活

躍促進」に関する取組事例を記載すべ

きではないか。 

（P43、P51） 

 御意見を踏まえまして、戦略の方向性

および施策の方向性の記載内容を修正

するとともに、主な取組事例として「多

様な働き手の活躍促進」を追加し、内容

に合致した取組を記載いたしました。 

８ 

（P47） 

今回草津市が重点取組としてビジネ

ス相談窓口を創設すると知り、嬉しく

思いました。創業希望者がよりチャレ

ンジしやすい草津市になることを心か

ら望んでいます。そして市民が誇りに

思うお店や会社が輩出されていくこと

を期待しています。 

 重点取組として新たに創設するビジ

ネス相談窓口による支援をはじめ、創業

希望者等が新たな取組に挑戦しやすい

まちを目指して取り組んでまいります。 

９ 

（P118） 

草津市産業振興審議会における女性割

合が４割に満たないことが残念であ

る。今後の委員改選時には留意いただ

きたい。 

 草津市産業振興計画に基づく具体的

な施策の実施にあたっては、今後も、草

津市産業振興審議会にて進行管理を行

う予定をしておりますことから、次回の

委員改選時には改善できるように努め

てまいります。 

 

▼原案への反映について 

パブリックコメント実施結果を踏まえ、必要なものについて原案への修正を行います。 


